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令和７年第１回 

北竜町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和７年１月２４日(金) 午後4時56分から午後5時27分 

 

２．開催場所  すこやかセンター2階 会議室 

 

３．出席委員（ １０人） 

１０番 善岡 浩樹（会 長）  ７番 松田  力（会長代理） 

１番 永井  稔   ２番 高田 秋光   ３番 山外 明人 

４番 植松 春雄   ５番 川島 史伸   ６番 澤田 正人 

８番 川瀨  崇   ９番 藤崎 正雄  

 

４．欠席委員（  ０人） 

 

５．議事日程 

第 １ 会議録署名委員の選出   永井  稔  高田 秋光 

第 ２ 会議書記の指名      長谷局長、滝上推進員、清水野主事 

第 ３ 農政報告                参 与 續木課長（代理 清水野主事） 

第 ４ 会務報告                事務局 長谷局長 清水野主事 

第 ５ 議事参与の制限           なし 

第 ６  報告第１号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

第 ７  報告第２号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

第 ８  報告第３号 農業者年金（新制度・特例付加年金）裁定請求の進達について 

第 ９  報告第４号 農用地利用集積計画の変更について 

第１０  議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

第１１  議案第２号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条の 

          規定により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条の規程に 

            よる農用地利用集積計画の決定について 

  第１２  議案第３号 特例農用地利用規程の変更認定に係る意見書について 

 

６．農業委員会事務局職員 

    長谷育男事務局長・滝上和昭農地推進員・清水野梨希主事 

 

７．参与   

    續木敬子産業課長 
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事務局 (清水

野） 

 

 

 

 

会 長（善岡） 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長) 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

参与（續木） 

(代理清水野主事） 

 

 

議  長 

 

 

事務局 

 

 

 

議  長 

 

 

みなさんお疲れ様です。 

本日は全委員が出席しておりますので、只今から令和７年第１回 

農業委員会総会を開催いたします。 

それでは、善岡会長よりご挨拶を頂き、議事の進行をお願いいたします。 

 

 

 大変ご苦労様です。大災害から始まった昨年と違い、大変穏やかな中で

新年を迎え早一ヶ月が経とうとしております。今年は大変天候も良く３ヶ

月予報でもこのまま暖かい日が続くのではないかという予報が出ており

ますが、帳尻合わせの大雪が来ないよう願うところであります。 

それでは、みなさん本年もどうぞ宜しくお願いします。 

 

 

 これより令和７年 第１回農業委員会総会を開催致します。 

  

 

 日程第1 会議録 署名委員の選出について 

 永井委員・高田委員にお願い致します。 

 

 

日程第2 会議書記の指名について 

会議書記には、長谷事務局長 滝上農地推進員 清水野主事 を配置 

いたします。 

 

 

日程第3 農政報告  清水野主事よりお願いします。 

 

 

 農政報告はございません。 

 

 

 

日程第4 農業委員会会務報告をお願いします。 

 

 

会務報告 4ページをお開き下さい。 

【4ページ朗読】 

 

 

日程第5 議事参与の制限について 

議事参与の制限はありません。 
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議  長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

それではこれより、報告４件、議案３件の審議に入ります。 

 

 

日程第6 報告第１号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の 

進達について、日程第７ 報告第２号 農業者年金（新制度・老齢 

年金）裁定請求の進達について、関連がありますので、一括で事務局 

より説明願います。 

 

 

5ページをお開き下さい。 

報告第１号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進達に 

ついて 

  

平成１３年改正農業者年金基金法附則第８条第１項の規定により読み

替えられて、なおその効力を有する者とされた旧法施行規則第２６条の

規定に基づき、別紙の者に係る旧老齢者年金裁定請求書を進達したので

報告する。 

  

令和７年１月２４日提出 

  

続きまして、７ページをお開き下さい。 

報告第２号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の進達に 

ついて 

 

独立行政法人農業者年金基金法施行規則第１４条の規定に基づき、別紙

の者に係わる農業者老齢年金裁定請求書を進達したので報告する。 

 

令和７年１月２４日提出 

 

 

６ページ、８ページをそれぞれご覧下さい。 

満６５歳到達による新旧老齢年金裁定請求書を受理し、令和６年１２月

４日農業者年金基金へ提出いたしましたのでご報告いたします。 

（旧制度）については６ページ 番号  ８５ 

（新制度）については８ページ 番号 １５３ 

 受給権者の氏名、住所、生年月日、年金の加入期間等については記載 

のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 【質疑無し】 

 

 

日程第８ 報告第３号 農業者年金（新制度・特例付加年金）裁定 

請求の進達について説明願います。 

 

 

９ページをお開き下さい。 

報告第３号 農業者年金（新制度・特例付加年金）裁定請求の進達 

について 

 

独立行政法人農業者年金基金法施行規則第１５条の規定に基づき、 

別紙の者に係わる特例付加年金裁定請求書を進達したので報告する。 

 

令和７年１月２４日提出 

 

次のページをご覧下さい。 

農業を営む者でなくなったことによる新農業者年金特例付加年金 

裁定請求書を受理し、令和６年１２月１７日農業者年金基金へ提出 

いたしましたのでご報告いたします。 

番号 ５６ 

経営継承者の氏名、住所、生年月日、年金の加入期間等については 

記載のとおりです。 

経営終了日  令和６年１０月２８日 

 第三者移譲により記載の受贈者に経営を継承しています。 

 以上で報告を終わります。 

 

  

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

  

  

 次に日程第９ 報告第４号 農用地利用集積計画の変更について、 

説明願います。 

 

 

１１ページをお開き下さい。 

報告第４号 農用地利用集積計画の変更について 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙の農用地利用集積計画について双方協議の結果、変更したので報告

する。 

  

令和７年１月２４日提出 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 

令和３年４月総会の農用地利用集積計画の議案にて、西川 吉田 健 

さんと札幌市 北海道農業公社との賃貸借に係る計画を承認しており 

ますが、その後、畑地化に伴う一部売渡があったため、貸付料等が 

変更となりました。資料１ページにおいて、変更内容を黄色に着色 

し記載おりますのでご確認下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑なし】 

  

 

次に日程第10 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による 

合意解約について、事務局より説明願います。 

 

 

１３ページをお開き下さい。 

議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

 

農地法第１８条第６項の規定により、合意解約のあった、別紙の件に 

ついて議決を求める。 

 

令和７年１月２４日提出 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ７－１ 合意解約  

 貸 主  美葉牛 佐久間 昭夫 

借 主  美葉牛 阿部 文男 

土地の所在は美葉牛241番地9 畑が１筆 

面積が 7,656㎡です。 

資料２ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このことについて、ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑なし】 

 

 

それでは採決いたします。 

番号７－１承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

受理番号７－１について承認いたします。 

日程第10 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による 

合意解約については、全て承認といたします。 

  

次に日程第11 議案第２号 農業経営基盤強化促進法等の一部を 

改正する法律附則第５条の規定により改正前の農業経営基盤強化 

促進法第１８条の規定による農地利用集積計画の決定について、 

事務局より説明願います。 

 

 

１５ページをお開き下さい。 

議案第２号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則 

第５条の規定により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条の 

規定による農地利用集積計画の決定について 

 

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条の規定 

による改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により、 

北竜町から決定を求められた、別紙の農用地利用集積計画について 

議決を求める。 

 

令和７年１月２４日提出 

 

次のページをご覧下さい。 

番号 ７－使用－１ 

利用権の設定を受ける者 美葉牛 （株）みかみ 

利用権の設定をする者  美葉牛 阿部 文男 

利用権の移転を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

利用権の種類は、使用貸借です。 

期間は、令和７年１月２７日から令和７年１２月３１日です。 

土地の所在は、美葉牛240番地1 外２筆、 

畑が３筆で 面積は61,266㎡となっております。 

資料３ページの航空写真にて、土地の所在を黄色く着色しております 

のでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

  

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－使用－１について、承認とされる方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－使用－１について承認といたします。 

次に番号７－使用－２について説明願います。 

 

  

１７ページをお開き下さい。 

番号 ７－使用－２ 

利用権の設定を受ける者 美葉牛 （株）みかみ 

利用権の設定をする者  美葉牛 三上 公昌 

利用権の移転を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、使用貸借です。 

期間は、令和７年１月２７日から令和２７年１２月３１日です。 

土地の所在は、美葉牛241番地14 外１筆、 

畑が２筆で 面積は4,824㎡となっております。 

資料３ページの航空写真にて、土地の所在を水色に着色しております 

のでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－使用－２について、承認とされる方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－使用－２について承認といたします。 

次に番号７－売－１について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

番号 ７－売－１ 

所有権の移転を受ける者 美葉牛 農法 ほのか 

所有権の移転をする者  美葉牛 南口 良一 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和７年１月２７日です。 

対価の支払期限は、令和７年４月３０日です。 

売買価格は、6,141,000円です。 

土地の所在は、美葉牛86番地7 外３筆、 

田が３筆、畑が１筆で 面積は31,657㎡となっております。 

資料の４ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－売－１について、承認とされる方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

番号７－売－１について承認といたします。 

次に番号７－売－２について説明願います。 

 

 

１９ページをお開き下さい。 

番号 ７－売－２ 

所有権の移転を受ける者 和   高田  学 

所有権の移転をする者  美葉牛 辻  洋平 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和７年１月２７日です。 

対価の支払期限は、令和７年２月２８日です。 

売買価格は、699,000円です。 

土地の所在は、美葉牛178番地1 外１筆、 

畑が２筆で 面積は58,131㎡となっております。 

資料の５ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－売－２について、承認とされる方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－売－２について承認といたします。 

次に番号７－賃－１について説明願います。 

 

 

２０ページをご覧下さい。 

番号 ７－賃－１ 

利用権の設定を受ける者 和 小林 俊哉 

利用権の設定する者   和 宮井 扶美江 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

期間、借賃、支払方法は、記載の通りです。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

土地の所在は、和116番地2 外１１筆    

田が１１筆、畑が１筆で、面積 69,813㎡です。 

資料の６ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号７－賃－１、承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－賃－１について承認いたします。 

次に番号７－賃－２について説明願います。 

 

 

２１ページをお開き下さい。 

番号 ７－賃－２ 

利用権の設定を受ける者 和 齋藤 克司 

利用権の設定する者   和 橋本  剛 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

期間、借賃、支払方法は、記載の通りです。 

土地の所在は、和68番地6 外１筆    

田が２筆で、面積 14,957㎡です。 

資料の７ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 
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議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

採決いたします。 

番号７－賃－２、承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－賃－２について承認いたします。 

次に番号７－賃－３について説明願います。 

 

 

２２ページをご覧下さい。 

番号 ７－賃－３ 

利用権の設定を受ける者 美葉牛 農法 ほのか 

利用権の設定する者   沼田町 吉田 喜一郎 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

期間、借賃、支払方法は、記載の通りです。 

土地の所在は、美葉牛99番地4 外３筆    

田が４筆で、面積 36,407㎡です。 

資料８ページの航空写真にて、土地の所在を黄色く着色しております 

のでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号７－賃－３、承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－賃－３について承認いたします。 

次に番号７－賃－４について説明願います。 

 

 



12 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３ページをお開き下さい。 

番号 ７－賃－４ 

利用権の設定を受ける者 美葉牛 農法 ほのか 

利用権の設定する者   美葉牛 水谷 國夫 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

期間、借賃、支払方法は、記載の通りです。 

土地の所在は、美葉牛106番地1 外４筆    

田が４筆、畑が１筆で、面積 53,181㎡です。 

資料８ページの航空写真にて、土地の所在を水色に着色しております 

のでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号７－賃－４、承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－賃－４について承認いたします。 

次に番号７－賃－５について説明願います。 

 

 

２４ページをご覧下さい。 

番号 ７－賃－５ 

利用権の設定を受ける者 美葉牛 農法 ほのか 

利用権の設定する者   美葉牛 加葉田  均 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

期間、借賃、支払方法は、記載の通りです。 

土地の所在は、美葉牛57番地14 外１２筆    

田が１１筆、畑が２筆で、面積 103,124㎡です。 

資料の９～10ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号７－賃－５、承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－賃－５について承認いたします。 

次に番号７－賃－６について説明願います。 

 

 

２５ページをお開き下さい。 

番号 ７－賃－６ 

利用権の設定を受ける者 美葉牛 （株）みかみ 

利用権の設定する者   美葉牛 佐久間 昭夫 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

期間、借賃、支払方法は、記載の通りです。 

土地の所在は、美葉牛241番地9 畑が１筆で、面積 7,656㎡です。 

資料の１１ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号７－賃－６、承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号７－賃－６について承認いたします。 

次に番号７－賃－７について説明願います。 

 

 

２６ページをご覧下さい。 

番号 ７－賃－７ 

利用権の設定を受ける者 美葉牛 辻  英昭 

利用権の設定する者   美葉牛 加葉田  昇 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

期間、借賃、支払方法は、記載の通りです。 

土地の所在は、美葉牛81番地3 外３筆    

田が３筆、畑が１筆で、面積 49,484㎡です。 

資料の１２ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号７－賃－７、承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号７－賃－７について承認いたします。 

 

 日程第１１ 議案第２号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正 

する法律附則第５条の規定により改正前の農業経営基盤強化促進法 

第１８条の規定による農地利用集積計画の決定ついては全て承認と 

いたします。 

  

 次に日程第１２ 議案第３号 特例農用地利用規程の変更認定に係る 

意見書について説明願います。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

２７ページをお開き下さい。 

議案第３号 特例農用地利用規程の変更認定に係る意見書について 

 

農業経営基盤強化促進法第２４条第1項の規定により、北竜町から 

同意を求められた、別紙の農用地利用規程の変更認定について議決を 

求める。 

 

令和７年１月２４日提出  

 

内容につきましては、別冊の特例農用地利用規程意見書資料において、

各担当地区の名簿を添付しておりますので、ご確認願います。 

以上で説明を終わります。 

 

 

このことについて、質疑等ございますか。 

 

 

【質疑等なし】 

 

 

採決いたします。同意とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

  

 

日程第１２ 議案第３号 特例農用地利用規程の変更認定に係る意見

書については同意と致します。 

 

以上で、令和７年第１回農業委員会総会を終了致します。 
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議  長                           

 

 

１番委員                           

 

 

２番委員                           


